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「み
た
ま
の
ふ
ゆ
」
と
は
、
私
共
が
常
に
蒙
り
い
た
だ
い
て
ゐ
る

大
神
様
の
恩
徳
、
加
護
、
御
神
威
を
尊
称
し
た
言
葉
で
す
。
人
間
は

自
分
ひ
と
り
の
力
で
生
き
て
ゐ
る
の
で
は
な
く
、　
つ
ね
に

「み
た
ま

生
か
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
す
。

瀬
戸
神
社
　
夫
婦
び
や
く
し
ん

「江
戸
名
所
図
会
」
に
は
瀬
戸
神
社
の
本
殿
横
に
、

び
や
く
し
ん

（
「新
編
武
蔵
風
土
記
稿
」
を
始
め
、
江
戸

期
の
地
誌
類
で
は

「び
や
く
し
ん
」
を

「混
柏
」
と
表

記
し
て
を
り
ま
す
）
の
古
い
大
木
が
倒
れ
て
安
置
さ
れ
、

「蛇
混
柏
」
と
説
明
が
付
い
て
ゐ
ま
す
。
古
く
は
瀬
戸

神
社

の
境
内
に
は
多
数

の
混
柏
が
あ
り
、
太
い
古
木
も

あ

っ
た
よ
う
で
す
。

伊
豆
の
伊
古
奈
比
嘩
命
神
社
（
白
濱
神
社
）
の
境
内

に
も
ビ
ャ
ク
シ
ン
の
古
木
が
繁
茂
し
て
を
り
、
大
瀬
崎

の
引
手
力
命
神
社

（大
瀬
神
社
）

の
ビ
ヤ
ク
シ
ン
樹
林

は
国
の
天
然
記
念
物
に
も
な

つ
て
ゐ
ま
す
。

瀬
戸
神
社
に
ビ
ヤ
ク
シ
ン
が
多
く
あ

っ
た
の
も
、
三

嶋
の
神
を
祀
る
共
通
点
と
と
も
に
、
古
代
か
ら
の
伊
豆

半
島
方
面
と
の
交
流

（特
に
海
上
交
通
に
よ
る
）
が
あ

っ
た
と
想
定
で
き
ま
す
。

一
方
、
鎌
倉

の
建
長
寺
や
円
覚
寺
に
も
ビ
ヤ
ク
シ
ン

の
古
木
が
あ
り
ま
す
。
開
山
蘭
渓
道
隆
が
大
陸
か
ら
持

参
し
た
苗
を
植
ゑ
た
の
に
始
ま
る
と
伝
承
さ
れ
ま
す
。

か
う
し
た
鎌
倉
文
化
の
影
響
か
ら
大
切
に
保
護
さ
れ
た

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

境
内
西
側
階
段
の
脇
に
、
雄
木
と
雌
木
の
二
本
の
ビ

ヤ
ク
シ
ン
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
を
夫
婦
ビ
ャ
ク
シ
ン
と

名
付
け
て
注
連
縄
で
結
び
ま
し
た
。
家
内
安
全

・
夫
婦

円
満
の
よ
す
が
と
も
な
れ
ば
幸
い
で
す
。

[r…… …… … … … … … …

平
成
二
十
九
年
祭
事
暦

◎
　
一
月
　
一
日
　
歳
旦
祭

鶏
鳴
神
事

◎
　
一二
月
二
０
日
　
春
季
大
祭

祈
年
祭

・
合
祀
神
例
祭

◎
　
五
月

一
五
日
　
例
大
祭

神
社
本
靡
献
幣
使
参
向

琵
琶
島
弁
天
社

へ
神
輿
渡
御

◎
　
四
月
二
九
日
　
昭
和
祭

◎
　
ュハ
月
二
０
日
　
大
祓
式

大
祓
人
形
納
め

・
茅
の
輪
神
事

◎
　
七
月
　
九
日
　
天
王
祭
出
御
祭

本
社
神
輿
御
霊
入

・
宮
出
渡
御

◎
　
七
月

一
一
日
　
一】一つ
目
神
楽

無
形
文
化
財
湯
立
て
神
楽

◎
　
七
月

一
六
日
　
天
王
祭
巡
幸
祭

天
王
神
輿
町
内
巡
幸

◎
　
七
月
二
三
日
　
手
子
神
社
例
祭

◎
　
九
月
　
一
日
　
浅
間
神
社
例
祭

◎
　
九
月

一
七
日
　
熊
野
神
社
例
祭

無
形
文
化
財
湯
立
て
神
楽

◎

一
〇
月

．
五
日
　
手
子
神
社
秋
祭

無
形
文
化
財
湯
立
て
神
楽

◎

一
一
月
二
三
日
　
秋
季
大
祭

新
嘗
祭

◎

一
二
月
　
八
日
　
歳
の
市

開
運
熊
手
授
与

◎

一
二
月
壬

二
日
　
天
曇
祭

◎

一
二
月
二

一
日
　
大
祓
式

大
祓
人
形
納
め

・
古
札
焼
納
式

◎
　
毎
月
　
一
日
　
月
次
祭
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金
沢
東
照
宮
と

円
通
寺

左
の
写
真
は

「東
照
宮
」
と
書
か

れ
た
掛
け
軸
で
す
。
筆
者
は
高
橋
泥

舟
で
す
。
泥
舟
は
勝
海
舟

・
山
岡
鉄

舟
と
と
も
に

「幕
末
の
三
舟
」
と
も

称
さ
れ
る
人
物
で
す
。

こ
の
二
人
は
幕
臣
と
し
て
江
戸
幕

府
の
滅
亡
と
明
治
維
新
に
際
し
て
、

老
中

。
年
寄
と
い
ふ
や
う
な
高

い
身

分
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
薩

長

・
朝
廷
方
と
の
折
衝
等
に
大
き
な

は
た
ら
き
を
し
ま
し
た
。
そ
れ
に
よ

り
わ
が
國
を
三
分
す
る
や
う
な
大
き

な
内
乱
が
避
け
ら
れ
、
内
乱
に
乗
じ

て
植
民
地
化
を
図
ら
う
と
す
る
西
欧

列
強
の
圧
力
を
か
は
し
て
近
代
化
に

す
す
む
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

そ
の
は
た
ら
き
の
根
底
に
は
、
三

人
と
も
に
武
道

の
達
人
で
あ
り
、
そ

の
武
道

の
基
礎
に

「剣
禅

一
如
」
と

い
は
れ
る
や
う
な
悟
り
と
い
ふ
か
、

肝
の
据
わ

つ
た
覚
悟
を
体
得
し
た
人

物
で
あ

っ
た
と
い
は
れ
ま
す
。

泥
舟
は
も
と
は
山
岡
家
の
出
身
で
、

槍

の
名
手
で
あ
り
ま
し
た
。
次
男
で

し
た
の
で
高
橋
家

の
養
子
と
な
り
ま

し
た
が
、
兄
が
若
く
し
て
無
く
な
り

ま
し
た
。
そ
の
実
家

の
山
岡
家
を
泥

舟

の
妹

の
婿
と
な

つ
て
継

い
だ
の
が

鉄
舟
で
し
た
。

大
政
奉
還
か
ら
江
戸
城
開
城
し
て

水
戸
に
逼
塞
す
る
徳
川
慶
喜
公
に
警

護
役
と
し
て
近
侍
し
た
の
が
泥
舟
で

す
。
明
治
に
な
り
、
幕
臣
の
中
に
も

榎
本
武
揚

の
や
う
に
明
治
政
府
に
出

仕
す
る
も
の
も
あ
り
ま
し
た
。
泥
舟

に
も
優
秀
な
人
材
と
し
て
出
仕
の
誘

い
は
あ

っ
た
や
う
で
す
が
、
「県
知
事

程
度
で
は
意
味
が
な

い
。
太
政
大
臣

に
な

っ
て
く
れ
と
い
ふ
な
ら
請
け
ぬ

で
も
な

い
」
と
断

つ
た
逸
話
が
残
さ

金
沢
八
景
駅
西
日
と
歴
史
自
然
公
園
の
整
備
計
画

れ
て
ゐ
ま
す
。
幕
臣
と
し
て
の
忠
義

を
貫
い
た
と
い

へ
ま
す
が
、
心
底
に

東
照
大
権
現

へ
の
篤

い
信
頼
が
あ

っ

た
と
い
ふ
こ
と
で
す
。

そ
の
泥
舟
の
筆
に
な
る

「東
照
宮
」

の

一
行
書
で
す
が
、
こ
れ
は
故
木
村

隆
男
氏
の
所
蔵
に
な

っ
た
も
の
で
す
。

木
村
家
は
、
地
元
の
皆
さ
ん
は
金

沢
人
景
駅
の
西
側
に
藁
葺
き
屋
根

の

由
縁
の
あ
り
さ
う
な
建
物
が
あ

っ
た

の
を
ご
承
知
で
せ
う
が
、

こ
の
建
物

の
御
当
主
で
し
た
。

そ
し
て
こ
の
建
物
は
木
村
家
住
宅

主
屋

（
旧
円
通
寺
客
殿
）
と
し
て
平

成
七
年
に
横
浜
市
認
定
歴
史
建
造
物

に
指
定
さ
れ
て
ゐ
ま
し
た
。）

明
治
維
新
ま
で
は
、
円
通
寺
と
い

ふ
お
寺
で
あ
り
、
そ
の
客
殿
が
こ
の

建
物
で
し
た
。
し
か
し
円
通
寺
と
い

っ
て
も
普
通
の
お
寺

の
や
う
に
檀
家

を
持

つ
お
寺
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
東

照
官
を
管
理
す
る
こ
と
を
基
本
的
な

務
め
と
す
る
お
寺
だ

っ
た
の
で
す
。

徳
川
家
康
は
慶
長
五
年
、
関

ヶ
原

の
合
戦

の
直
前
に
大
阪
か
ら
江
戸

ヘ

戻
り
、
さ
ら
に
会
津

へ
進
発
す
る
と

い
ふ
途
中

（小
山
ま
で
行

つ
た
と
き

に
三
成

の
挙
兵
を
知
り
、
関

ヶ
原

ヘ

向
か
ひ
ま
す
）
に
、
鎌
倉
か
ら
金
沢

人
景
の
地
を
訪
れ
て
い
ま
す
が
、
そ

こ
で
金
沢
の
風
光
が
大
層
お
気
に
召

し
た
の
だ
さ
う
で
す
。
で
す
か
ら
江

戸
城
御
殿
の
将
軍
の
御
座
所
の
襖
絵

に
は
、
特
に
金
沢
の
風
景
を
選
ん
で

狩
野
派
絵
師
に
描
か
せ
ま
し
た
。

風
光
も
勿
論
で
す
が
、
江
戸
と
結

ぶ
海
上
交
通
の
拠
点
と
し
て
の
軍
事

。
経
済
的
な
重
要
性
も
考
慮
し
た
に

違
ひ
あ
り
ま
せ
ん
。

の
ち
に
、
秀
忠
に
将
軍
職
を
譲
り

駿
府
に
隠
居
し
て
大
御
所
様
と
な

っ

て
か
ら
も
、
江
戸

へ
赴
く
時
に
は
金

沢
に
寄

つ
て
、
権
現
山

（円
通
寺
客

殿
の
後
背
の
山
を
権
現
山
と
い
ひ
ま

す
）
か
ら
八
景

の
景
観
を
愛
で
た
の

だ
さ
う
で
す
。
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秀
忠
は
、
家
康
が
人
景
を
な
が
め

る
た
め
の
御
殿
を
こ
こ
に
作
ら
う
と

考

へ
ま
し
た
が
、
未
着
工
の
う
ち
に

家
康
が
亡
く
な
り
ま
し
た
。

家
康

の
遺
言
に
よ
り
久
能
山
、
さ

ら
に
日
光
に
墓
所
を
設
け
、
東
照
大

権
現
と
し
て
お
祀
り
を
す
る
の
で
す

が
、
家
康
公
の
人
景
御
殿

の
予
定
地

に
も
小
さ

い
な
が
ら
東
照
官
を
造
営

通
寺

祀
に

あ
た
ら
せ
た
の
で
す
。

明
治
維
新
後
の
神
仏
分
離
に
よ
り
、

円
通
寺
は
廃
寺
と
な
り
、
東
照
官
は

瀬
戸
神
社
に
合
祀
さ
れ
ま
し
た
。

）
代

々
、
円
通
寺

の
住
職
で
あ

っ
た

家
柄
を
継
承
し
た
木
村
隆
男
氏
は
、

住
居
の
別
棟
に
小
さ
な
御
神
座
を
設

け
、
こ
の

「東
照
宮
」

の
掛
け
軸
を

掛
け
て
、
桜

の
季
節
に
な
る
と
、
こ

の
円
通
寺

の
史
跡
を
守
る
会

の
人

々

と
と
も
に
東
照
官
祭
を
毎
年
営
む
こ

と
を
例
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

横
浜
市
は
金
沢
人
景
駅
周
辺
の
区

画
整
理
に
併
せ
、

こ
の
地
域
を
木
村

家
か
ら
買
い
取
り
、
公
園
と
し
て
整

備
す
る
計
画
を
進
行
中
で
す
。

公
園
の
名
称
は

「
（仮
称
）
金
沢
人

景
西
公
園
」
と
し
て
、
円
通
寺
客
殿

は
解
体
整
備
し
て
再
建
保
存
さ
れ
る

こ
と
と
な

っ
て
ゐ
ま
す
。

こ
の
事
業
を
よ
り
意
味

の
深
い
も

の
と
す
る
た
め
に
は
、
徳
川
家
康
ゆ

か
り
の
公
園
で
あ
る
こ
と
を
も

つ
と

明
瞭
に
し
て
、
郷
土
の
歴
史
的
文
化

的
意
義
づ
け
を
考
慮
す
べ
き
で
す
。

公
園
の
名
称
も
家
康
や
東
照
官

の

縁
故
の
こ
と
が
判
る
や
う
な
も
の
に

す
べ
き
で
す
し
、
公
園
の
な
か
の
、

古
く
は
東
照
宮
が
あ

っ
た
場
所
に
は
、

家
康
公
の
記
念
物
を
安
置
し
て
、
そ

こ
に
由
緒
を
明
記
し
た
説
明
板
を
し

っ
か
り
設
置
し
た
い
も
の
で
す
。

皆
様
か
ら
も
、
市
当
局

へ
広
く
要

望
し
て
い
た
だ
き
た
く
存
じ
ま
す
。

朝
比
奈
町
鎮
座

熊

野

神

社

社
伝
に
よ
れ
ば
、
鎌
倉
に
幕
府
を
開
い

た
源
頼
朝
が
、
そ
の
東
北
の
守
り
と
し
て

熊
野
三
社
を
こ
こ
に
勧
請
し
た
も
の
と
い

ひ
ま
す
。
仁
治
二
年

（
一
二
四

一
）、
鎌

倉
幕
府
は
朝
比
奈
切
通
し
の
開
盤
に
全
力

を
挙
げ
、
執
権
北
條
泰
時
は
自
ら
現
場
に

臨
ん
で
工
事
を
指
揮
し
ま
し
た
。
社
殿
の

建
立
も
こ
の
頃
行
は
れ
た
こ
と
で
せ
，■

そ
の
後
、
元
禄
八
年

（
一
六
九
五
）、

地
頭
加
藤
太
郎
左
衛
門
尉
良
勝
が
神
殿
を

再
建
し
て
か
ら
、
里
人
の
崇
敬
を
集
め
、

相
模
国
鎌
倉
郡
峠
村
の
鎮
守
と
し
て
崇
敬

さ
れ
て
き
ま
し
た
。
安
永
及
び
嘉
永
年
間

に
は
再
度
の
修
築
も
行
は
れ
て
、
明
治
六

年
村
社
に
列
し
ま
し
た
。

昭
和
五
十
三
年
、
氏
子
一
同
の
熱
意
を

結
集
し
て
、
入
母
屋
ユ瞑

総
檜
、
銅
板
葺

き
の
本
殿
を
完
成
し
、
さ
ら
に
平
成
御
大

典
記
念
事
業
と
し
て
新
た
な
拝
殿
を
建
築

竣
功
し
て
今
日
に
至
つ
て
ゐ
ま
す
。

御
祭
神
は
速
玉
男
命
、
伊
邪
那
岐
命
、

伊
邪
那
美
命
の
三
柱
で
す
。

例
祭
日
は
九
月
十
七
日
で
、
昔
な
が
ら

の
古
式
に
の
つ
と
つ
た
湯
立
神
楽
が
今
も

続
け
ら
れ
て
ゐ
ま
す
。

谷
津
町
鎮
座

浅
　
間
　
神

社

谷
津
の
町
の
鎮
守
と
し
て
古
来
崇
敬
さ

れ
て
き
ま
し
た
。
伝
説
で
は
御
堂
関
自
太

政
大
臣
藤
原
道
長
が
当
地
に
来
遊
し
、
能

見
堂
か
ら
金
沢
の
景
勝
を
鑑
賞
し
た
と
き

に
、
正
面
の
日
の
下
に
あ
る
こ
ん
も
り
と

し
た
山
を
塗
桶
山
と
名
付
け
、
そ
こ
に
浅

間
大
神
を
勧
請
し
た
と
い
は
れ
ま
す
。
道

長
の
来
訪
は
史
実
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の

で
、創
建
の
詳
細
な
時
期
は
不
明
で
す
が
、

富
士
山
信
仰
が
関
東

一
円
に
広
ま
っ
た
中

で
当
地
に
も
勧
請
さ
れ
た
も
の
で
せ
”Ｒ

ご
祭
神
は
富
士
山
の
浅
間
神
社
と
同
じ
木

花
之
佐
久
夜
毘
賣
命
で
す
。
特
に
安
産
の

御
利
益
が
あ
り
婦
人
の
崇
敬
が
篤
か
つ
た

と
伝

へ
ま
す
。
御
祭
神
が
天
孫
瑣
瑣
杵
尊

の
理
后
と
な
り
、
御
子
神
等
を
出
産
さ
れ

た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
せ
・Ｒ

祭
礼
は
六
月

一
日
の
開
山
祭
と
九
月

一

日
の
例
祭
。
例
祭

（近
く
の
土
日
曜
）
に

は
谷
津

。
東
谷
津

・
泥
亀
の
各
町
内
で
神

輿
の
巡
幸
そ
の
他
の
に
ぎ
や
か
な
行
事
が

営
ま
れ
ま
す
。
寛
正
四
年

（
一
四
六
三
）

西
山
松
眠
と
い
ふ
医
師
が
神
餞
田
を
奉

納
、
以
来
、
例
祭
に
は
赤
飯
を
お
供

へ
し
、

お
下
が
り
は
崇
敬
者
婦
人
が
分
け
あ
つ
た

と
い
ふ
こ
と
で
す
。

と し
い  

｀

ふ そ
寺 の

院 管
を 理
設 の
け た
て め
そ に

呉高豊
'」
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瀬
戸
神
社
略
緑
起

大
量Ｒ

今
の
泥
亀
町
、
大
川
町
、
釜
利
谷
町
小
泉
の
あ
た
り
ま
で
海
が
入
り
こ
み
、
柳

町
や
六
浦
町
の
塩
場
、
南
六
浦
、
内
川
町
内
も
す
べ
て
海
で
し
た
。
そ
し
て
洲
崎
と
瀬
戸

の
間
は
、
潮
の
干
満
時
に
は
急
流
が
渦
を
巻
き
、
容
易
に
渡
れ
ぬ
難
所
で
し
た
。
古
代
入

が
こ
こ
に
海
神
を
祀
っ
た
の
が
瀬
戸
神
社
の
起
原
で
、
今
か
ら
千
五
百
年
以
上
も
前

（古

墳
時
代
）
の
こ
と
で
す
。

治
承
四
年

（
一
一
人
○
）
鎌
倉
に
入
っ
た
源
頼
朝
が
、
日
頃
崇
敬
す
る
伊
豆
三
島
明
神

を
こ
の
霊
域
に
遷
祀
し
て
か
ら
は
、
六
浦
港
の
守
り
神

「瀬
戸
三
島
大
明
神
」
と
し
て
鎌

倉
幕
府
を
は
じ
め
上
下
の
尊
信
を
あ
つ
め
、
そ
の
後
、
足
利
氏
、
小
田
原
北
条
氏
の
崇
敬

も
篤
く
、
江
戸
時
代
に
は
名
勝
金
沢
八
景
の
中
心
に
あ
っ
て
、
百
石
の
社
領
を
有
す
る
大

社
と
し
て
、
江
戸
の
町
民
の
間
に
ま
で
信
仰
者
が
ひ
ろ
が
り
ま
し
た
。

明
治
六
年
郷
社
に
列
格
、
戦
後
は
宗
教
法
人
と
な
り
神
奈
川
県
神
社
廃
献
幣
使
参
向
神

社
に
指
定
。
現
在
の
社
殿
は
寛
政
十
二
年
の
建
造
で
、
昭
和
四
年
の
屋
根
を
銅
葺
き
に
改

め
、
平
成
二
十
四
年
に
は
御
屋
根
替
へ
と
修
増
築
の
御
修
営
事
業
が
行
は
れ
ま
し
た
。

御

　
祭
　

神

大
山
祗

（お
ほ
や
ま

つ
み
）
の
命

伊
豆
国
三
島
大
社
、
伊
予
国
大
三
島
の
大
山
祗
神
社
の
御
祭
神
と
同
じ
海
上
交
通
の
神

で
あ
る
と
同
時
に
、
水
源
地
を
司
る
山
の
神
で
あ
り
、
金
属
、
岩
石
、
木
材
な
ど
の
建
築

資
材
や
、
森
林
、
鳥
獣
に
至
る
ま
で
、　
一
切
の
生
活
資
源
は
、
こ
の
大
神
の
恩
徳
に
よ
る

も
の
で
す
。

天
孫
壇
覆
杵
尊
の
御
后
と
な
ら
れ
た
木
花
咲
耶
姫
の
御
父
神
に
あ
ら
れ
ま
す
。

須
佐
之
男

（
す
さ
の
を
）
の
命

配
祀
の
神
の
須
佐
之
男
命
は
、
天
照
大
神
の
御
弟
神
で
、
人
俣
の
大
蛇
を
退
治
さ
れ
た

神
話
は
有
名
で
す
。
自
然
界
、
人
間
界
の
罪
け
が
れ
や
悪
者
を
追
ひ
祓
ひ
、
人
々
の
苦
し

み
を
除
い
て
お
守
り
く
だ
さ
る
神
様
で
、
別
名
を

「天
王
さ
ま
」
と
仰
が
れ
て
ゐ
ま
す
。

七
月
の
天
王
祭
り
に
は
大
神
輿
で
氏
子
町
内
を
く
ま
な
く
御
巡
り
に
な
り
ま
す
。

菅
原
朝
臣
道
真
公

天
満
大
自
在
天
神
と
も
尊
称
し
、　
一
般
に
は

「天
神
さ
ま
」
と
親
し
ま
れ
て
呼
ば
れ
ま

す
。
書
道
、
学
問
、
詩
文
、
和
歌
に
秀
で
て
を
ら
れ
た
だ
け
で
な
く
、
至
誠
、
尽
忠
、
孝

道
、
正
義
ヽ
国
家
鎮
護
の
神
さ
ま
で
も
い
ら
つ
し
や
い
ま
す
。

釜
利
谷
町
鎮
座
　
　
　
　
　
　
　
　
　
´

手

子

神

社

釜
利
谷
町
総
鎮
守
の
手
子
神
社
は
、
も
と

こ
の
地
の
領
主
伊
丹
左
京
亮
が
、
文
明
五
年

（
一
四
七
三
）
瀬
戸
神
社
の
御
分
霊
を
宮
ケ

谷
の
地
に
お
ま
つ
り
し
た
も
の
で
す
。

延
宝
七
年

（
エ
ハ
八
〇
）、
伊
丹
氏
の
子
孫
、

三
河
守
昌
家
の
子
で
、
江
戸
浅
草
寺
の
智
楽

院
忠
蓮
僧
正
が
、
現
在
地
に
遷
祀
し
て
以
来
、

釜
利
谷

一
郷
の
総
鎮
守
と
し
て
信
仰
を
あ
つ

め
て
来
ま
し
た
。

明
治
六
年
村
社
に
列
格
、
大
正
十
二
年
の

大
震
災
で
倒
壊
し
ま
し
た
が
、
同
十
五
年
再

建
し
、
昭
和
四
十
五
年
に
は
御
屋
根
も
総
銅

板
葺
き
に
改
修
し
、　
一
段
と
御
神
威
を
加

ヘ

ま
し
た
。

御
祭
神
は
瀬
戸
神
社
と
同
じ
く
大
山
祗
命
、

例
祭
日
は
七
月
十
七
日

（現
在
は
そ
の
後
の

日
曜
日
）
で
す
が
、
十
月
十
五
日

（前
後
の

日
曜
日
）
の
秋
祭
り
に
は
、
古
式
豊
か
な
湯

立
神
楽
が
昔
な
が
ら
の
伝
統
を
守

つ
て
行
は

れ
ま
す
。

境
内
の
洞
窟
に
お
祀
す
る
竹
生
島
弁
才
天

は
、
金
沢
八
景
の
ひ
と
つ

「小
泉
の
夜
雨
」

の
中
心
地
に
あ
つ
た
も
の
で
、
厄
除
け
、
開

運
の
福
神
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
ゐ
ま
す
。

「つ
い
た
ち
御
幣
」
に
つ
い
て

毎
月

一
日

（
正
月
の
み
三
日
）

の

午
前
八
時
三
〇
分
よ
り
、
月
次
祭

（
つ

き
な
み
さ

い
）
を
齋
行
し
て
を
り
ま

す
。
祭
典
終
了
後
、
毎
回
、
宮
司
の

神
道
講
話
が
あ
り
ま
す
。

月
次
祭

の
参
列
者
に
は

「
つ
い
た

ち
御
幣
」
を
お
持
ち
帰
り
い
た
だ
き

ま
す
。

こ
れ
は
毎
月
色
変
は
り
の
小

さ
な
御
幣
で
、
ご
家
庭

の
神
棚
に
立

て
て
お
祀
り
い
た
だ
き
、
月
ご
と
の

家
内
安
全
を
お
祈
り
い
た
だ
き
ま
す
。

（参
列
で
き
な
く
と
も
授
与
所
で
お

受
け
下
さ
い
。
）

講
話
の
内
容
の
要
約
は
、
毎
月

「月

次

の
栞
」
に
印
刷
し
て
、
お
頒
ち
い

た
し
て
を
り
ま
す
。
拝
殿
前

の
竹
筒

に
入
れ
て
あ
り
ま
す

の
で
お
持
ち
帰

り
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

月
次
祭
は
ど
な
た
も
参
列
で
き
ま

す
。
時
刻
ま
で
に
御
昇
殿
下
さ
い
。


